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ショートメールやLINE、InstagramなどのSNSで
『●億円当選おめでとうございます』

などとあたかも宝くじなどに当選したような内容の文章が送ら
れる事案が相次いでいます。
これは、メールに記載された電話番号に連絡すると、「当選

金を送るためには手数料が必要」などと言われお金を要求され
ます。

これは
詐欺です

〇『当選』『当たり』と記載されたSNSは詐欺を疑って！
〇 申込をしていない宝くじや懸賞などに当選することは絶
対にありません。

〇 見覚えのない送信元は閲覧しない！
〇 お金に関するメールなどは、家族や警察に相談して下さ
い。


